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令和５年９月市議会 総務委員会資料

第１３０号議案 督促手数料の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例
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地方税 その他公債権

根拠法令 ⾧崎市税条例
第11条

⾧崎市使用料等の延滞金及び督促手
数料に関する条例第3条

督促状1通について70円の督促手数料を徴収する。

地方税 その他公債権

根拠法令 地方税法第329・330条ほか 地方自治法第231条の3

督促をした場合には、条例で定めるところにより、
手数料を徴収することができる。

未納者への対応の流れ

1 納入通知書 ２ 督促 ３ 催告 ４ 滞納処分
又は裁判手続き

国 税 昭和２６年 廃止

地 方 税 法 昭和３８年
「徴収しなければ
ならない」→
「できる」規定へ

都 道 府 県
政令指定都市

昭和４０年
～５０年代 廃止

中 核 市

（R4.7）

収入額 発送件数
徴収一元化5債権※

一元化以外の債権
公営企業会計の債権

合 計
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現行

R6.4から

約2,058万円（実費）
1件あたり103円

ア 督促状発送に係る費用
郵送費、印刷製本費など

約1,370万円（人件費等）
（1件あたり69円）

イ 徴収に係る費用
苦情対応、銀行の問い合わせ

など

約1,200万円
(1件あたり70円)

督促手数料収入

（※）「税・公金収納業務に関するコスト・手数料に係る調査結果報告書」
（2021年3月16日 一般社団法人全国銀行協会）

現在、金融機関で
手書きして収納

２ ６ ０ ７ ０

付加できない
手数料に

付加できない

公債権 私債権

概 要
・行政に優越的地位が認め
られているもの

・法律に特別の規定がある
債権

・私人間の法律関係と同等
のもの

・民間にも同様のものがあ
る債権

債 権 例 税、下水道使用料 貸付金、学校給食費
水道料金 など

督 促
手 数 料 徴収できる 徴収できない

７ ０
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